
郡山市に「まん延防止等重点措置」が適用になりました！
（令和３年８月23日（月）～９月12日（日））

以下の症状や状況にある時は、登園（所）の自粛などにご協力をお願いします。

◎ 不要不急の外出は自粛してください！

◎ ご家族がＰＣＲ検査を受ける場合は

保育施設に必ずお知らせください！
郡山市 こども部 保育課 ℡ ０２４－９２４－３５４１
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保育自粛をお願いする場合保育をお断りする場合

陽性

・発熱や呼吸器症状がある場合
（解熱後24時間以上経過、呼吸器症状

が改善傾向となるまでの間）

・お子さんまたは同居家族が陽性者と

なり保健所からの指示がある場合
（保健所から指示がある間）

・お子さんが濃厚接触者となった場合
（自宅待機期間）

・お子さんがＰＣＲ検査を受ける場合
（検査結果がわかるまでの間）

ＰＣＲ検査濃厚接触者

・お子さんの同居家族が濃厚接触者となった場合
（同居家族の自宅待機期間）

・お子さんの同居家族がＰＣＲ検査を受ける場合
（検査結果がわかるまでの間）
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郡山市新型コロナウイルス感染症対策本部会議資料より


